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1月28日（日）

富士見市民文化会館

2月24日（土）

志木市民会館パルシティー
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新 座 市 民 会 館
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新 井 浩
行 政 書 士 藤 田 浩 樹

行政書士は法律に基づく国家資格者です。申請書類・相続関係書類などの権利義務・事実証明に関する書類の作成・相談を行なっています。
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今月の「困りごと」　“困りごと無料相談会”より 当会主催の困りごと無料相談会で多い相談例を、統合整理し掲載しております。
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うなぎ稚魚の密輸出に係る取締り

＜国際業務部＞ ＜陸運業務部＞

タクシー　初乗り750～860円に
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在外選挙制度が一部改正！
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埼 玉 県 志 木 市 上 宗 岡 1-17-15
( 内 藤 行 政 書 士 事 務 所 内 )

・在留資格等国際業務
・産廃許認可等環境関係業務

・会社の財務
・各種営業許認可

行政書士向け業務勉強会

2月17日（土）

和光市白子コミュニティーセンター

12月16日（土）

12月 9日（土）

朝霞市溝沼市民センター

9：00～16：30

志木市民会館パルシティー

9：00～18：00

１月20日（土）

富士見市民文化会館
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9：00～17：00

東武会
“今月の重点活動”

建設業許可更新
キャンペーン
実施中！

路上喫煙防止条例、施行！ 困りごと無料相談会
日程

（随時追加予定）

専 門 業 務 部 通 信
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公職選挙法の改正により、在外選挙の
対象選挙が拡大され、又在外選挙人
名簿登録申請手続も改善されました。
主な内容は以下の内容です。

1対象選挙の拡大

・相続・遺言業務

来年1月1日から、海外での3ヶ月住居
要件を満たしていなくても登録申請が
可能になります。

３在外公館投票終了時期の繰上げ

貴重な票の運搬のため、原則在外公館の
投票終了時期が１日短縮されます。

「 相 続 ・ 遺言 」 の出張
勉 強 会 開 催 中 ！

これまで衆・参比例代表選出議員選挙
に限定されていたのが、来年6月以降
行われる国政選挙についても投票可
能に。２在外選挙人名簿登録申請手続の改善

水産庁から、税関におけるうなぎ稚魚の密輸出
に対する取締強化の要請があり、不正輸出され
ることのないように下記により対処されます。

☆輸出通関時の取締りの徹底
取締りの一層の強化。携帯品・商業貨物の品名
詐称による取締りの徹底。

☆関係省庁等との緊密な連携
関係省庁等との情報交換・連携、通関業者等か
らの情報収集の一層の充実に努める。

☆違法行為に対する厳正な処置
水際取締りの徹底、違法行為発見の処置は再発
防止の観点から事実関係の解析、厳正に対処。

・運送事業関係業務

詳細については、事務局までお
問い合わせ下さい。

ただいま、行政書士ネットワー
ク東武会では、地元地域の建設
業者様の許可更新手続きを特別
価格にてお受けしております。
更新間近の建設業者様、この機
会を是非ご利用ください。

10年ぶりの値上げへ
　先ごろ、国土交通省は相次ぐタクシー業者から
の値上げ申請を受けて、この値上げを認める方
針を固めました。

４名様以上のグループに出張し
ます。費用はテキスト代×人数分
のみです。詳細は事務局までお
問い合わせ下さい。

そ の 他 各 種 勉 強 会
出 張 開 催 い た し ま す

一般・企業向け勉強会
・相続・遺言
・独立・開業

　タクシーの運賃については、その上限について
国土交通省の認可を受ける必要があり、この上
限が10年ぶりに上昇することとなります。

　値上げの申請を行っていない業者もあり、必ず
しもすべてのタクシーが値上げするわけではあり
ませんが、燃料高騰や乗務員不足のあおりを受
け70％以上のタクシーが値上するものと思われま
す。
近隣で値上げが見込まれる地区・料金は以下の
通りです。
‣東京都23区内＞初乗り660円→750～850円

‣横浜・川崎周辺＞初乗り660円→720～860円

ト ピ ッ ク

　朝霞市・志木市・新座市・和光市では、・喫煙マナーの向上・安全で快適な生活環境の確保、を目的に１０
月１日（志木市は７月１日）より『路上喫煙防止条例』が施行されています。
　条例の主な内容は概ね、以下のとおりです。

①道路や公園、その他公共の場所で喫煙しないよう努めなければならない

～朝霞市・志木市・新座市・和光市～

各市における路上喫煙禁止地区は下記のとおりです。

②特に人通りが多く、路上喫煙が危険と思われる場所を路上喫煙禁止地区に指定
③路上喫煙禁止地区内での違反者（路上喫煙者）には指導、勧告、命令を行い、従わない者には過料
（¥2,000）を科す

朝霞市

志木市

朝霞駅・朝霞台駅周辺

志木駅・柳瀬川駅周辺

新座市 新座駅・志木駅周辺

和光市 和光市駅周辺

和食を中心とした居酒屋の開業を考えています。　１５年間レストラン・居

酒屋・小料理屋で、調理や接客を将来の独立に備え、学びました。

私と家内と従業員を２～３人雇うつもりです。

法人設立の方法や、開業にあたって注意する点等ありますでしょうか？

　開業の準備期間、様々やらなければならない事が多く、大変な時ですが、一番楽しい時期かもしれませ

ん。ご質問についてですが、ご商売はよく「人・物・金」と言います。その視点から考えてみましよう。

　まず、「人」ですが、ご相談者自身は経験を積まれている様ですが、従業員さんの雇用については慎重に

考える必要があるかも知れません。　良い人物が採用出来るのは前提であっても、人件費を考えると売上げ

が思った様に行かない場合、大きな負担になります。しっかりとした「シフト計画」を作って、無駄のない

人材活用が必要と思います。次に「物」ですが、これは「独立をしよう」とお考えなので、「プロの商品レ

ベル」をお持ちと思います。但し「安定した仕入」を考える必要があります。　常に「時価」というワケに

は行きません。最後に「金」です、適正な利益が無ければご商売は続きません。一例ですが、「客単価」に

よる売上見込をご紹介します。客単価×席数×席回転数です、例えば単価５，０００円×席数３０×席回転

２回＝３０万です。常に満席とは限らないので通常はこれに５０％～７０％を乗じます。曜日、日別に計算

すると月商の見込みが出来ます。

　法人設立についてはメリットとデメリットがあり、焦る必要は無いかも知れません。（以下次号）

酒

居酒屋　東武会


